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新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
感
染
拡
大
に
よ
る
ひ
と
り
親
世

帯
の
経
済
的
負
担
を
軽
減
す
る
た
め
、児
童
扶
養
手
当
を
受

給
し
て
い
る
方
等
に
対
し
、「
ひ
と
り
親
世
帯
臨
時
特
別
給

付
金
」を
給
付
す
る
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。

給付金

ひ
と
り
親
世
帯
臨
時
特
別
給
付
金

C L O S E  U
P

　
　

給
付
金
に
は
基
本
給
付
金
と
追
加

給
付
金
が
あ
り
ま
す
。

　

■
給
付
金
の
対
象
と
な
る
方

　【
基
本
給
付
金
】

①
令
和
２
年
６
月
分
の
児
童
扶
養
手

当
が
支
給
さ
れ
て
い
る
方
（
全
額
支
給

停
止
の
方
を
除
く
）

②
公
的
年
金
等（
遺
族
年
金
、障
害
年
金
、老

齢
年
金
、労
災
年
金
、遺
族
補
償
等
）を
受
給

し
て
お
り
、令
和
２
年
６
月
分
の
児
童
扶

養
手
当
の
支
給
が
全
額
停
止
さ
れ
る
方

※
児
童
扶
養
手
当
に
係
る
支
給
制
限
限
度

額
を
下
回
る
方
に
限
る

③
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
影
響

を
受
け
て
家
計
が
急
変
し
、令
和
２
年
２
月

以
降
の
収
入
が
児
童
扶
養
手
当
を
受
給
し

て
い
る
方
と
同
じ
水
準
に
下
が
っ
た
方
等

※
②
③
は
す
で
に
児
童
扶
養
手
当
受
給
資

格
者
と
し
て
の
認
定
を
受
け
て
い
る
方
だ

け
で
な
く
、過
去
に
児
童
扶
養
手
当
の
申
請

を
し
て
い
れ
ば
、
令
和
２
年
６
月
分
の
児
童

扶
養
手
当
の
支
給
が
全
額
ま
た
は
、
一
部

停
止
さ
れ
た
と
推
測
さ
れ
る
方
も
対
象

【
追
加
給
付
金
】
上
記
①
ま
た
は
②
に

該
当
す
る
方
の
う
ち
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ

イ
ル
ス
感
染
症
の
影
響
を
受
け
て
家
計

が
急
変
し
、収
入
が
減
少
し
た
方

　

■
給
付
額
・
申
請
手
続
き

　【
基
本
給
付
金
】　
１
世
帯
５
万
円
、第
２

子
以
降
１
人
に
つ
き
３
万
円
を
１
回
に

限
り
支
給
。

①
／
申
請
不
要
。８
月
末
以
降
に
、令
和

２
年
６
月
分
の
児
童
扶
養
手
当
が
支
給

さ
れ
た
口
座
に
振
り
込
む
予
定
で
す
。

②
・
③
／
申
請
時
点
で
居
住
す
る
住
所

地
の
市
区
町
村
へ
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

【
追
加
給
付
金
】　

１
世
帯
５
万
円
を
１

回
に
限
り
支
給
。
申
請
時
点
で
居
住
す

る
住
所
地
へ
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

　

■
申
請
期
限

　　　

令
和
３
年
２
月
２６
日
（
金
）

　　
　

詳
細
は
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
確

認
い
た
だ
く
か
お
問
合
せ
く
だ
さ
い
。

　

令
和
２
年
度
の
市
町
村
民
税
額
が
６
月
に
確
定
し
た
こ
と

を
う
け
て
、９
月
以
降
の
保
育
料
が
改
定
さ
れ
る
方
に
お
知

ら
せ
を
郵
送
し
ま
す
。

令
和
２
年
度
市
町
村
民
税
額
確
定

に
伴
う
保
育
料
の
改
定
に
つ
い
て

問
こ
ど
も
課　

☎
５
７
ー

７
５
２
２

　

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
影
響
に
よ
り
売
上
が
減
少

し
て
い
る
事
業
者
等
で
、左
記
の
要
件
に
該
当
す
る
方
に
、

「
香
南
市
事
業
者
等
応
援
給
付
金
」を
給
付
し
ま
す
。

香
南
市
事
業
者
等
応
援
給
付
金
の

申
請
を
受
け
付
け
て
い
ま
す
！

　
「
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
交
付
申
請
、ス
マ
ホ
や
パ
ソ
コ
ン

か
ら
自
分
で
申
請
す
る
の
は
不
安
」と
い
う
方
の
た
め
に
、パ
ソ

コ
ン
の
オ
ン
ラ
イ
ン
申
請
の
サ
ポ
ー
ト
窓
口
を
開
設
し
ま
す
。

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
オ
ン
ラ
イ
ン

　
　

交
付
申
請
を
お
手
伝
い
し
ま
す

こども

C L O S E  U
P

　
　

特
定
教
育
・
保
育
施
設
の
保
育
料

は
、
世
帯
員
の
市
町
村
民
税
課
税
額
に

よ
り
算
定
し
て
い
ま
す
。

　
　
４
月
か
ら
８
月
の
保
育
料
は
前
年
度

（
令
和
元
年
度
）の
市
町
村
民
税
課
税

額
「
※
１
」
を
基
礎
に
、９
月
か
ら
３
月

の
保
育
料
は
当
年
度
（
令
和
２
年
度
）

の
市
町
村
民
税
課
税
額
「
※
２
」
を
基

礎
に
算
定
し
ま
す
。

※
１
／
平
成
３０
年
１
月
１
日
か
ら
平
成

３０
年
１２
月
３１
日
ま
で
の
収
入
に
対

し
て
の
課
税

※
２
／
平
成
３１
年
１
月
１
日
か
ら
令
和

元
年
１２
月
３１
日
ま
で
の
収
入
に
対

し
て
の
課
税

　　
　

令
和
２
年
度
の
市
町
村
民
税
額
が

６
月
に
確
定
し
た
こ
と
を
う
け
、９
月

以
降
の
保
育
料
が
改
定
さ
れ
る
方
に

は
、
改
定
後
の
保
育
料
の
お
知
ら
せ
を

８
月
下
旬
頃
に
郵
送
し
ま
す
。

　
　

世
帯
の
状
況
お
よ
び
市
町
村
民
税

額
に
変
更
の
あ
っ
た
方
は
、９
月
以
降

給付金

C L O S E  U
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【
給
付
額
の
計
算
方
法
】

　
　

前
年
の
総
売
上
（
事
業
収
入
）―

（
前

年
同
月
比
▲
２０
％
以
上
５０
％
未
満
月

の
売
上×

１２
カ
月
）

　

■
申
請
方
法

　　
　

申
請
書
に
必
要
事
項
を
記
入
し
、
必

要
書
類
と
と
も
に
提
出
。
申
請
書
は
本

庁
舎
・
各
支
所
で
配
布
し
て
い
ま
す
。

　
　

ま
た
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
も
ダ

ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
ま
す
。

※
申
請
に
必
要
な
書
類
の
詳
細
は
、
事
業

者
等
応
援
給
付
係
へ
お
電
話
く
だ
さ
い

　

■
申
請
期
限

　　　

令
和
３
年
１
月
２９
日
（
金
）ま
で

問
商
工
観
光
課

香
南
市
事
業
者
等
応
援
給
付
係

☎
５
０-

６
６
９
３

問
市
民
保
険
課　

☎
５
７-

８
５
０
６

　
　

専
用
の
タ
ブ
レ
ッ
ト
端
末
で
職
員
が

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
用
の
顔
写
真
を

撮
影
（
無
料
）
し
、パ
ソ
コ
ン
の
入
力
補

助
を
行
い
ま
す
。

　

■
申
請
（
撮
影
）
当
日
に
ご
本
人

　

に
持
参
し
て
い
た
だ
く
も
の

　
●　

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
通
知
カ
ー
ド
と
交
付

申
請
書
（
更
新
の
方
は
、お
持
ち
の
マ
イ

ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
）・
認
め
印

●　

本
人
確
認
書
類
（
左
記
Ａ
の
う
ち
１

点
、ま
た
は
Ｂ
か
ら
２
点
）

　
Ａ
…
運
転
免
許
証
、パ
ス
ポ
ー
ト
、身
体

障
害
者
手
帳
、在
留
カ
ー
ド
等
の
公
的
機

関
発
行
の
写
真
付
き
で
証
明
の
あ
る
も
の

　

Ｂ
…
健
康
保
険
証
、
生
活
保
護
受
給

者
証
、
年
金
証
書
、
年
金
手
帳
、
社
員

証
、
学
生
証
、
診
察
券
、
預
金
通
帳
、
医

療
受
給
者
証
な
ど
の
う
ち
「
氏
名
・
生

年
月
日
」
ま
た
は
「
氏
名
・
住
所
」
が
印

字
さ
れ
た
も
の

※
申
請
者
が
１５
歳
未
満
の
方
や
成
年
被
後

見
人
の
方
は
、
法
定
代
理
人
の
同
行
が
必

要
で
す
。
必
要
書
類
に
つ
い
て
は
お
問
い
合

わ
せ
く
だ
さ
い

　

■
開
設
場
所　
市
役
所
市
民
保
険
課

　

■
開
設
時
間　
９
時
〜
１７
時

　

■
予
約
電
話　
☎
５
６
―

２
１
５
５

　　
　

希
望
者
が
集
中
し
な
い
よ
う
に
事
前

予
約
制
と
な
り
ま
す
の
で
、
お
電
話
で

ご
予
約
く
だ
さ
い
。

　
　

申
請
後
１
カ
月
半
か
ら
２
カ
月
後
に

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
が
市
役
所
に
届

き
ま
す
の
で
、
ご
本
人
が
市
民
保
険
課

窓
口
へ
来
庁
し
、
暗
証
番
号
を
設
定

後
、お
受
け
取
り
く
だ
さ
い
。

　
　

ま
た
は
、
申
請
時
に
暗
証
番
号
の
決

定
を
行
い
、通
知
カ
ー
ド
・
住
民
基
本
台

帳
カ
ー
ド
（
お
持
ち
の
方
の
み
）・
現
在

お
持
ち
の
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド（
更
新

の
方
の
み
）
を
ご
返
却
の
方
は
、
自
宅
に

本
人
限
定
受
け
取
り
郵
便
で
送
付
す

る
こ
と
も
で
き
ま
す
。ご
相
談
く
だ
さ
い
。

問
市
民
保
険
課　

☎
５
７-

８
５
０
６

　
　

国
が
実
施
し
て
い
る
持
続
化
給
付

金
の
対
象
と
な
ら
な
い
範
囲
で
、
新
型

コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
影
響
に
よ

り
売
上
が
減
少
し
て
い
る
事
業
者
等
に

対
し
て
、
事
業
の
継
続
お
よ
び
雇
用
の

維
持
を
支
援
す
る
こ
と
を
目
的
に
「
香

南
市
事
業
者
等
応
援
給
付
金
」
を
給

付
し
ま
す
。

　

■
対
象

　　
　

市
内
で
事
業
を
営
む
中
小
企
業
、

個
人
事
業
者
等
（
農
業
者
等
含
む
）で
、

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
影
響

に
よ
り
、
売
上
が
前
年
同
月
比
で
２０
％

以
上
５０
％
未
満
減
少
し
て
い
る
月
が
あ

る
方

　

■
給
付
額

　
●　

法
人　…

…
…
…
…

　

上
限　
４０
万
円

●　

個
人
事
業
者
等　…

　

上
限　
２０
万
円

の
保
育
料
が
変
更
に
な
る
可
能
性
が

あ
り
ま
す
の
で
、
あ
ら
か
じ
め
ご
了
承

く
だ
さ
い
。

　
　

令
和
２
年
度
の
税
の
申
告
は
お
済
み

で
し
ょ
う
か
？
税
の
申
告
が
ま
だ
の
方

は
、
令
和
２
年
１
月
１
日
に
住
民
登
録

を
し
て
い
た
市
区
町
村
で
、
税
の
申
告

を
し
て
い
た
だ
き
ま
す
よ
う
お
願
い
し

ま
す
。

要予約
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